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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.4.13）

ディスポーザー臭突管からの臭気が受忍限度を超えておらず
隠れた瑕疵や説明義務違反には当たらないとされた事例

　Ｘ（原告・個人）は、平成 27 年 7 月、14 階建て新築
マンションの最上階の 2室を総額 1億 1,301 万円余で
購入し、平成 28 年 8 月に入居した。
　本件マンションには、生ごみを流し台から処理でき
るディスポーザー排水処理システムが備えられてお
り、購入者の利点設備として紹介されていた。
　この設備は、各家庭の生ごみが地下の処理槽で処理
された後、その処理臭気が屋上に設置された臭突管か
ら排出される構造であり、重要事項説明書には次の記
載があった。
　【（12）ディスポーザーに関する事項】
⑦ディスポーザー処理槽の臭突がマンション屋上にあ
ること。
⑧（中略）上記⑦は、臭気等が発生する場合があること。
　Ｘ及びその家族は、入居当初から居室内で異臭を感
じていたが、マンションの入居者が増えるにつれ顕著
になるその臭いに精神的苦痛を感じるようになった。
　入居 1年後、Ｘがマンション管理組合の理事になり、
本件マンションの検査の立ち会いで屋上に上がった際
に、臭突管排出口の存在や、それが臭気の原因である
ことを初めて認識した。
　Ｘは、平成 30 年 2 月、売主であるマンション開発業
者Ｙ（被告）に対して訴訟を提起し、改正前民法 570 条、
566 条に基づき売買契約を解除するとの意思表示をす
るとともに、売買代金の返還、転居費用、慰謝料、臭
気調査費用等、総額 1億 7,045 万円余の損害賠償請求
を行った。
　なお、悪臭防止法 4条 2項 1号（敷地の境界線の地表
における規制基準）に基づき、本件物件所在地の市が定
める環境保全条例等施行規則別表において、本物件所
在地の大気の臭気指数の許容限度は 12 とされていた
ところ、平成 30年 9月にＸが委託した調査会社の測定
では、本件各居室の臭気指数は 11 と 12 であった。

　裁判所は、買主Ｘの請求を全て棄却した。
（隠れた瑕疵・履行不能）
　瑕疵とは、目的物が通常有すべき品質・性能を欠い
ている状態をいうところ、本件の臭気がこれに当たる

か否かについては、臭気に関する法令や規制の趣旨を
斟酌しつつ、現実の本件居室の状況や相隣関係なども
勘案したうえで受忍限度を超えているかどうかといっ
た見地から検討するのが相当である。
　本件居室内の臭気指数 11 及び 12 は、市の定める許
容限度の範囲内ではあるものの、これはあくまで屋外
を前提とした基準であるから、本件居室内における臭
気は居住者に不快なものであることは認められる。
　しかし、そもそも悪臭防止法は、事業活動に伴って
発生する悪臭について事業者を規制するものであるか
ら、生活に伴って発生する悪臭を直接規制するもので
はない。
　また、本件臭気は、本件マンションに居住する者の
生ごみの処理の利便と引き換えに発生した臭気である
から、居住者は、いわば自分の所有するマンションそ
のものに内在する問題として、上記法令の場合と比べ
て高い受忍限度が求められると解するのが相当であ
る。
　その見地でみると、本件マンションは、そもそも所
在地における大気の臭気指数の許容限度を超えておら
ず、本件建物のディスポーザー排水処理システムに一
般的に求められる性能基準を下回る性能・性状である
ことを基礎付けるに足りる証拠もない。一時的に臭気
指数 11、12 などの数値を示すことがあることを踏まえ
ても、なお居住する者の受忍限度の範囲内にあるとい
うのが相当であり、本件各マンションに瑕疵があると
もいえない。
　以上によれば、本件臭突管排出口からの臭気により、
居住者に不快な状況が生じており、Ｘの主観としては
通院を要するような耐え難いものであったとしても、
本件各マンションが通常有すべき品質・性能を欠いて
いるとは評価できない。

（説明義務違反による債務不履行）
　Ｙは、重要事項説明書に記載された本件ディスポー
ザーに関する特約事項を省略せずに一言一句読み上げ
ており、Ｙが本件臭突管排出口や臭気について説明を
欠いていたとはいえず、かつ、上記判断のとおり本件
各マンションに瑕疵はないから、説明義務及び目的物
引渡義務のいずれについてもＹに債務不履行はない。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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漏水事故を理由に一方的に賃料を減額して支払う賃借人に対する
賃貸人の契約解除・未払賃料等の請求が認められた事例

　平成 29 年 7 月、Ｘ（原告・賃貸人）は、本件アパートを
前所有者Ａより購入し、本件アパートに入居するＹ（被�
告・賃借人）らに対する賃貸人の地位を引き継ぎ、管理を
管理業者Ｂに委託した。
　【Ｙとの本件賃貸借契約の概要】
　・契約期間：平成 27 年 8 月 18 日から 2 年間
　・賃料　：月 7万 2000 円
　・遅延損害金：年 14％
　令和元年 7月 16 日、Ｙが入居する本件居室の上階 202
号室の漏水により、本件居室の天井部分が破損・落下す
る事故が発生したため、そのことをＢに通知した。
　Ｂは、本件建物の破損状況を確認し、同年 8月 11 日、
漏水事故の原因であった 202 号室のユニットバスのホー
スの脱却部を修繕し、Ｙに本件居室の天井部分の修繕等
の日程調整を依頼した。
　しかし、Ｙは、この修繕に協力をせず、同年 8 月 17�
日、Ｂに対して、本件居室が漏水事故により「事故物件」
になったとして、家賃減額をした上で本件賃貸借契約を
更新する旨の通知をし、同年 9月以降、本件居室の賃料
を 3万 7500 円として、その金額をＸに支払い居住を継続
した。
　Ｘは、Ｙが減額した賃料しか支払わないため、令和 2
年 7月 6日、Ｙに対し、未払賃料の支払いの催告と、送
達後 7日以内に支払わない場合には契約を解除する旨の
通知をした。
　しかし、Ｙがこれに応じなかったことから、Ｘは、同
年 7月 21 日に賃貸借契約を解除したとして、Ｙに対し、
本件居室の明渡し、未払賃料・契約解除日以降の使用料
相当損害金並びにこれらに関する遅延損害金の支払いを
求める本件訴訟を提起した。
　Ｙは、上階に設置されていたユニットバスが耐用年数
を超えた時点でＸが交換する義務を怠たり、損害を被っ
たため自らが適正とする賃料を支払っていたので、賃料
の不払いを理由に契約解除はできないなどと主張した。

　裁判所は、貸主Ｘの請求を全部認容した。
（Ｘの本賃貸借契約の解除について）
　Ｙは、本件漏水事故により、本件居室は事故物件にな
ったとして賃料の減額を求めたが、Ｘが取り合わなかっ
たことから賃料の一部を支払っていたもので、そのよう
な経緯からすれば、Ｘの本件賃貸借契約解除の意思表示

の効力が制限されるかのような主張をする。
　しかしながら、賃料減額が合意されていないことは当
事者間に争いがなく、賃料減額に係る司法判断もされず、
居住を継続していたことからすると、Ｙが本件賃貸借契
約の約定賃料の支払義務を免れるものではない。
　また、Ｙは、Ｘの天井部の修繕の協力要請には消極的
な態度を示すとともに、Ｘが賃料減額交渉に積極的な態
度をとっていないと考え、対抗措置として、適正額と考
える減額した賃料しか支払いをしなかったのであるか
ら、その支払は、Ｙの一方的な判断に基づいてされたも
のというほかなく、正当な理由による不払いということ
はできない。
　従って、賃料不払に至る理由やその経緯が、Ｘの本件
賃貸借契約解除の意思表示の効力を制限する事情に当た
るとはいえない。

（Ｙが主張するＸの義務違反について）
　Ｙは、202 号室で耐用年数を超えるユニットバスを交
換しなかったことが、Ｘの義務違反であると主張するが、
本件賃貸借契約書において耐用年数を超えるユニットバ
スを交換する義務を貸主が負担することを定めた条項は
なく、そうすると、貸主であるＸが、本件アパートの借
主らに対し、賃貸借の目的である部屋を使用収益させる
義務を超え、耐用年数を超えるユニットバス等は交換し
なければならない義務までも負担すると認めることはで
きない。
　また、Ｙは、Ｘが漏水事故を平成 29 年 7 月に認識して
いたにもかかわらず、修繕しなかった義務違反があると
主張するが、その事実を客観的に裏付ける証拠はなく、
本件漏水事故の発生後、Ｘが修繕を完了したとの告知が
されるまでの間、本件建物が倒壊する危険があるなどと
考えながら生活をせざるを得なくなり精神的苦痛を被っ
た旨主張するが、Ｘは本件漏水事故の前後を通じて本件
建物に居住を継続しており、住居として使用することに
支障があったとは考え難い。
　従って、漏水事故により、Ｙが何らかの具体的損害を
被ったものと認めることはできない。
　以上によれば、ＸのＹに対する解除によって、本件賃
貸借契約は終了しているものと認められ、ＸのＹに対す
る、本件建物の明渡し、未払賃料 28 万円余及びこれに対
する年 14%の遅延損害金、契約解除日以降の建物明渡し
済みまでの使用料相当損害金の請求には理由があるから
これを認容する。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.2.26）
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５㍍の高さまで、ＬＥＤ照明を使った水耕栽培棚が並ぶブロ

ックファームの次世代型植物工場＝26日午後、沼津市原

マ
イ
ク
ロ
チ
�
プ
で
飼
い
主
を
特
定
で
き
る

（
「
イ
ン
タ
ー
ペ
ッ
ト
」
フ
ェ
ア
の
装
着
会

＝
４
月
、
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
）

15宅建しずおか　第 480 号（2022. 8）



個室サウナを掃除する従業員。サウナ室、

水風呂、外気浴スペースがすぐ近くにある
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「静岡県盛土等の規制に関する条例」の施行に伴う研修会を開催

2022年₅月　宅建ローン等の実績　（5/1〜5/31）
提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 37 28 51 ― 116件
金額 35億7,124万円（土地₁、新築戸建89、中古戸建19、新築マンション₂、中古マンション₅）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 1 4 0 ― 5件

金額 9,970万円（土地₁、土地購入新築₂、新築戸建₁、中古戸建₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 3 0 3件
金額 6,550万円（新築戸建₂、中古戸建₁）

2022年₆月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
６月３日 石　川 中部地区連絡会 運営協議会

６日 静　岡 県災害時応急対策協定締結事業者研修会
７日 静　岡 取引士法定講習 （受講者58名）
８日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
９日 名古屋 中部圏流通機構 理事会
14日 本　部 試験事務説明会（Web）
17日 名古屋 東海不動産公正取引協議会 定時総会
20日 本　部 ハトサポBB意見交換会
〃　 静　岡 宅建顧問県議との懇談会
22日 沼　津 取引士法定講習 （受講者66名）
〃　 本　部 県盛土条例に係る研修会（当協会主催＝Web）
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
〃　 浜　松 ホテルクラウンパレス 訪問 （取引士試験会場借用の件）
24日 本　部 正副会長会
27日 名古屋 中部圏流通機構 定時総会
28日 東　京 全宅連・全宅保証 定時総会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談17件、電話相談278件）
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2022年₄月16日〜₆月24日の新入会者・退会者　第₄回理事会（2022年₇月₁日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

富士伊豆農業協同組合　下田支店 澤路　　孝 鈴木　浩次 415-0035 下田市東本郷1-12-8 0558-22-0814 準会員 静岡県知事
（7）010427 東 部

㈱上村建設 上村　尊要 米山かおる 414-0052 伊東市十足601-68 0557-44-1015 正会員 静岡県知事
（1）014584 東 部

㈱アトモ　沼津支店 西尾　　薫 刀祢　周斗 410-0832 沼津市御幸町7-16 1F 055-957-1900 準会員 静岡県知事
（1）014381 東 部

㈱テイクランド 竹内　雅二 竹内あづさ 410-0822 沼津市下香貫汐入2186-1 055-928-7011 正会員 静岡県知事
（1）014602 東 部

㈱モリタ 森田　敏宏 細川　美貴 410-0802 沼津市上土町3 055-957-5713 正会員 静岡県知事
（1）014591 東 部

富士伊豆農業協同組合
不動産相談センター御殿場店 田代　幸男 浦野　嵩生 412-0041 御殿場市茱萸沢5 0550-84-4811 準会員 静岡県知事

（7）010427 東 部

モチヅキコンサルティング㈱ 望月　眞也 望月　眞也 424-0885 静岡市清水区草薙杉道1-4-5
エフシャープ303 054-368-6515 正会員 静岡県知事

（1）014560 中 部

㈱立宝 小林　勝司 小林　隼人 424-0021 静岡市清水区下野北10-30 054-364-4626 正会員 静岡県知事
（1）014559 中 部

㈱ＲＩＳＩＴ 市川　昇吾 松田　大輔 420-0801 静岡市葵区東千代田3-6-15
Bois-Ｉ 2-A 054-262-0022 正会員 静岡県知事

（1）014557 中 部

ＭＯＲＩＴＡ不動産事務所 森田　和敏 森田　和敏 426-0087 藤枝市音羽町6-2-9-301 054-637-9082 正会員 静岡県知事
（1）014562 中 部

Ｌｉｆｅ　Ｌａｂ 油井　大輔 油井　大輔 421-0422 牧之原市静波2708-3 0548-22-7251 正会員 静岡県知事
（1）014539 中 部

かねとよ㈱ 飯田　智之 永田　正義 437-0223 周智郡森町中川1294-1 0538-48-6014 正会員 静岡県知事
（1）014586 西 部

しんせつハウス㈱ 高橋　由典 高橋　由典 438-0078 磐田市中泉2443-1 0538-24-8728 正会員 静岡県知事
（1）014590 西 部

㈲高田工務店 髙田　佳宏 鈴木　　萌 431-0101 浜松市西区雄踏町山崎3400-362 053-596-3900 正会員 静岡県知事
（1）014588 西 部

不動産アシスト㈱ 榑林　　誠 榑林　　誠 430-0903 浜松市中区助信町8-62 053-525-9220 正会員 静岡県知事
（1）014561 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

あいら伊豆農業協同組合

東 部

㈱ザ・ゴールデン　国１沼津店

中 部

㈱ジェスＴＷ　ＬＩＸＩＬ不動産
ショップ愛情エステート

西 部

足立建設㈱

伊東ホーム産業㈱ ㈱米山地所 ティースタイルＦＧ㈱ ㈱コール

㈱斉藤組 ㈱アクトハウス ㈱日　興 一建設㈱　セレクト浜松東店

㈱アンクルハウス 富士宮農業協同組合 ㈲三晃商事 ㈱ベストビジネス

フロンティア・ホーム㈱

中 部

興津川不動産

西 部

㈱アライブ　掛川店

㈲アシル ㈱カシマ住宅 ㈱ユキトシ

経営ビジネスセンター不動産事業部 ＧＮＯ中山不動産事務所 アイオン企画

以上、新入会者15名、退会者25名、2022年₆月24日現在の会員数は、2,657名
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